
マチナカ・プレイゾーン設置運営業務委託に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  この実施要領は、宇部市（以下「本市」という。）が実施する「マチナカ・プレイゾーン設置運営業

務」を受託する者を公募型プロポーザル（以下「本プロポーザル」という。）により選定するために必

要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務概要 

（１） 業務名 

マチナカ・プレイゾーン設置運営業務 

（２） 業務内容 

別添「マチナカ・プレイゾーン設置運営業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３） 委託期間 

契約締結日から令和８年９月１６日（水）まで 

（４） 委託料上限額 

１３，３１０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

３ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

（１） 山口県内に本社又は事業所のある事業者であること。 

※複数の事業者により構成される共同事業体も可とする。（代表者が山口県内に本社または事業所 

のある事業者であること） 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者である 

こと。 

（３） 本市における競争入札の参加を制限されない者であること。 

（４） 法人税、地方税、その他租税公課を滞納していないこと。 

（５） 暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律に掲げる暴力団及びそれらの利益と 

なる活動を行う者でないこと。 

（６） 政治団体、宗教団体又はそれに類する団体でないこと。 

（７） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づ

き更正又は再生手続きをしていないこと。 

（８） 同類の企画について実績があること。（例：２週間程度以上のウォータープール設置及びその運

営管理等） 

 

 

 



４ 実施スケジュール 

項 目 日 程 備 考 

公募開始 令和８年５月１３日（水） 市ウェブサイト上に掲載 

質疑書受付期限 令和８年５月２０日（水） 

午後４時３０分必着 

電子メールで受付 

質疑と回答の公表 令和８年５月２１日（木） 随時、市ウェブサイトで回答 

参加申込書等の提出期限 令和８年５月２６日（火） 

午後４時３０分必着 

持参又は郵送 

参加資格確認通知 令和８年５月２９日（金）予定 電子メールで通知 

企画提案書等の提出期限 

 

令和８年６月１１日（木） 

午後４時３０分必着 

持参又は郵送 

プレゼンテーション実施 

（選定委員会） 

令和８年６月中旬予定  

結果通知及び公表 令和８年６月中旬予定 郵送及び市ウェブサイトに掲載 

業務内容協議 令和８年６月下旬予定  

契約締結 令和８年６月下旬予定  

 

５ 質疑と回答 

  質疑は、令和８年５月２０日（水）午後４時３０分（必着）までに別紙【様式第６号】によりメールで

受け付ける。その際は、必ず電話で受信を確認すること。質疑と回答の内容は、５月２１日（木）午後４時

３０分までに、随時、市公式ウェブサイトに公開する。 

 

６ 参加申込書等の提出 

「３ 参加資格」要件を満たし本プロポーザルに参加する場合は、次のとおり必要書類を提出すること。 

（１） 提出書類  

提出書類の名称（記載する内容） 提出部数 

１ 参加申込書【様式第１号】 １部 

２ 会社の概要【様式第２号】または【任意様式(Ａ４版)】 ５部 

３ 共同事業体構成書【様式第３号】または【任意様式（Ａ４版】 

  ※共同事業体で参加する場合に限る 
５部 

４ 類似事業実績書【様式第４号】または【任意様式(Ａ４版)】 

 ・過去５年以内の類似業務の実績を記載すること。 
５部 

５ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書【様式第５号】 
１部 



６ 市税の滞納がないことを証する証明（１か月以内に取得したもの） １部 

 

（２） 提出期限  令和８年５月２６日（金）午後４時３０分必着 

※この期限までに提出がないものは、受理することができない。 

（３） 提出方法  郵送又は持参 

          ※郵送の場合は、必ず担当部署に電話で到着を確認すること。 

          ※持参の場合は、午前９時００分から午後４時３０分まで受付 

（ただし、市役所閉庁日は除く） 

（４） 提出先   「１２ 担当部署」へ提出 

（５） 結果通知     令和８年５月２９日（金）予定 

               ※参加資格確認通知の結果は、全ての応募者に電子メールで通知する。 

 

７ 企画提案書等の提出 

参加資格確認通知にて参加資格を有した者は、次のとおり必要書類を提出すること。 

（１）提出書類  

提出書類の名称（記載する内容） 提出部数 

１ 企画提案書【様式第７号】 １部 

２ マチナカ・プレイゾーン設置運営委託に係る企画書【任意様式(Ａ４版)】 

 ・本業務に係る企画提案を示すこと。 

  なお、評価項目を参考に、わかりやすくとりまとめること。（枚数制限はない） 

５部 

３ 実施体制表【様式第８号】または【任意様式(Ａ４版)】 

 ・業務推進の組織体制及び従事者の氏名、役職、経験年数、主な実績に 

ついて、責任者、担当者（複数の場合は全員）別に記載すること。 

５部 

４ 事業スケジュール【任意様式(Ａ４版)】 ５部 

５ 見積書【任意様式(Ａ４版)】 

 ・業務に係る見積金額を提示すること。  

 ・見積金額は、消費税及び地方消費税の額を含んだ金額とすること。 

 ・宛先は宇部市長とすること。なお、代表者印は不要。 

５部 

（２） 提出期限  令和８年６月１１日（木）午後４時３０分必着 

※この期限までに提出がないものは、受理することができない。 

（３） 提出方法  郵送又は持参 

          ※郵送の場合は、必ず担当部署に電話で到着を確認すること。 

          ※持参の場合は、午前９時から午後４時３０分まで受付 

（ただし、市役所閉庁日は除く） 

（４） 提出先   「１２ 担当部署」へ提出 



 

７ 審査及び選定方法 

  マチナカ・プレイゾーン設置運営業務受託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）による 

審査で選定する。 

（１）プレゼンテーションの実施 

ア 審 査 日  令和８年６月中旬を予定 

イ 審査場所  本市の指定する場所 

          ※正式な審査日、審査場所等については、応募者に別途通知する。 

  ウ 審査方法  応募者のプレゼンテーション、企画提案書の説明、聞き取り内容及び提出された 

          書類を基に、選定委員会において審査基準に基づき審査を行い、受託候補者を選 

定する。提案内容等に基づく総合点数（満点）は１００点とする。評価点（各審査 

員の評価の平均点）が６０点以上を得た者の中から、最も評価点が高い提案者を 

受託候補者、次いで評価点が高い提案者を次点候補者とする。審査の結果、最高 

点の者が同点で２者以上ある場合は、審査基準のうち、「安全管理」の得点が高い者 

を選定する。それでも決まらない場合は、「プール水質管理」の得点が高い者を受託 

候補者とする。 

（２）審査結果の通知 

審査結果は、全ての応募者に郵送で通知するとともに、市公式ウェブサイトで公表する。 

（３）審査基準  「８ 審査基準」を参照 

  

８ 審査基準 

 審査における評価項目と配点は以下のとおりとする。 

評 価 項 目 配点 

１ 住民の平等な利用確保 １０点 

ア 仕様書に基づいた運営方針か 

イ 事業内容に偏り等がなく、利用者の平等性が確保されているか 

５点 

５点 

２ プール運営管理 ２０点 

ア 安定した運営管理が可能となるために必要な職員体制が確保されているか 

イ 夜間・休日を含め、プール施設の安全管理は適切か。 

１０点 

１０点 

３ プール水質管理 ２０点 

水質の保全管理の方法は適切か。 ２０点 

４ 安全管理 ２５点 

ア 利用者の事故防止及び万一の際の処置体制が適切か。 

イ 違法・不法行為者に対する適切な未然防止策及び措置が行われるか。 

ウ 利用者以外の来庁者の動線が適切に確保されているか。 

１０点 

１０点 

５点 



５ にぎわい創出 １０点 

  来場者の利便性向上及びにぎわい創出に向けた内容が提案されているか。 １０点 

６ 実施体制 ５点 

  責任者や担当者が明確で、本業務を円滑に遂行できる体制になっているか。 ５点 

５ 過去５年以内の類似業務の実績 １０点 

 本業務と類似したプール設置・運営を良好に遂行した実績があるか １０点 

満  点 １００点 

 

９ 受託候補者との協議及び契約締結  

（１）受託候補者との契約にあたっては、企画提案書等に記載された項目に基づき、本市と協議し、仕様

書の内容を定め、その仕様書に基づく見積書を徴収し、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第

２号に定める随意契約により契約を締結することを原則とする。 

（２）プロポーザルの性質上、当該契約にあたり企画提案内容をもって契約するとは限らないことに留意

すること。 

（３）受託候補者と何らかの理由により契約を締結できなかった場合、次点候補者と契約交渉を行うこと

とする。 

（４）契約保証金は、宇部市財務規則（昭和４４年４月１日規則第４号）第９８条及び第９９条の規定に

よる。 

 

１０ 参加辞退 

  参加申込書の提出後、本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、次の方法で提出すること。なお、

この場合、その他の事業において不利益を被ることはないものとする。 

（１） 提出書類  参加辞退届【様式第９号】 

（２） 提出期限  プレゼンテーション実施の２営業日前まで 午後４時３０分必着 

（３） 提出方法  郵送又は持参 

          ※郵送の場合は、必ず担当部署に電話で到着を確認すること。 

          ※持参の場合は、午前９時から午後４時３０分まで受付 

（ただし、市役所閉庁日は除く） 

（４） 提出先   「１２ 担当部署」へ提出 

 

１１ その他留意事項 

（１）本プロポーザルに要する経費及び提出に係る費用は、すべて企画提案者の負担とする。 

（２）審査結果に対しては、異議申し立てはできない。 

（３）本市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

（４）企画提案数は１提案者につき１案とする。 



（５）提出期限後の企画提案書等の修正又は変更は原則として認めない。 

（６）本プロポーザルに係るすべての応募書類は返却しない。（参加辞退した場合も同様とする） 

（７）応募書類は、受託候補者選定のために使用するものとし、原則公開しない。 

（８）応募書類は、企画提案者に無断で審査目的以外に使用しない。 

（９）応募書類は、審査目的の範囲内で複製する場合がある。 

（10）本市は、応募書類について宇部市情報公開条例の規定による請求に基づき、第三者に開示する場合

がある。 

（11）応募書類の不達及び遅配を原因とする企画提案者の不利益が生じても、本市はこの責任を負わない。

企画提案者においては、書留郵便を利用するなどの対策を講じること。 

（12）次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

  ア 参加資格の要件を満たさなかった場合 

 イ 応募書類が提出期限までに提出されなかった場合 

 ウ プレゼンテーション審査を、正当な理由なく欠席又は遅刻した場合 

  エ 応募書類に虚偽の記載があった場合 

 オ 選定の公平性を害する行為があった場合 

 カ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

 

１２ 担当部署 

  宇部市 都市政策部 中心市街地活性化推進課 

  〒755-8601 宇部市常盤町一丁目７番１号 

  TEL ０８３６-３４-８４６８ 

  E-mail：nigiwai@city.ube.yamaguchi.jp 


